
水 道 局 要 領 

令和 4 年（ 2022 年） 4 月 1 日 

 

 

宇 部 市 水 道 局 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 及 び 土 木 関 係 建 設  

コ ン サ ル タ ン ト 業 務 共 同 企 業 体 取 扱 要 領  

 

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 水 道 局 が 発 注 す る 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト

業 務 及 び 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 （ 以 下 「 業 務 」 と い う 。）

の 公 募 型 指 名 競 争 入 札 方 式 に 係 る 共 同 企 業 体（ 以 下「 共 同 企 業 体 」と

い う 。）の 適 正 な 運 用 を 図 り 、業 務 の 円 滑 か つ 適 正 な 履 行 を 確 保 す る

た め 、 業 務 ご と に 結 成 さ れ る 共 同 企 業 体 の 取 扱 い に つ い て 、 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 共 同 企 業 体 の 形 態 ）  

第 ２ 条  共 同 企 業 体 の 運 営 形 態 は 各 構 成 員 の 分 担 を 定 め ず 共 同 し て 履

行 す る 共 同 履 行 方 式 と す る 。  

（ 対 象 業 務 ）  

第 ３ 条  共 同 企 業 体 の 対 象 業 務 は 、 請 負 設 計 金 額 が １ 千 万 円 以 上 の 業

務 と す る 。た だ し 、水 道 事 業 管 理 者（ 以 下「 管 理 者 」と い う 。）が 特

に 必 要 と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 構 成 員 の 数 ）  

第 ４ 条  共 同 企 業 体 の 構 成 員 の 数 は 、２ 社 と す る 。た だ し 、管 理 者 が 特

に 必 要 と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 構 成 員 の 組 合 せ ）  

第 ５ 条  共 同 企 業 体 の 構 成 員 の 組 合 せ は 次 の 各 号 に 定 め る と お り と す

る 。  

(１ )市 内 に 本 店 を 有 す る 者（ 以 下「 市 内 業 者 」と い う 。）の み で 履 行

可 能 な 業 務 の 場 合 は 、 市 内 業 者 同 士 の 組 合 せ と す る 。  

(２ )市 内 業 者 の み で は 対 応 で き な い 業 務 の 場 合 は 、 市 内 業 者 と 市 外

に 本 店 を 有 す る 者 （ 以 下 「 市 外 業 者 」 と い う 。） の 組 合 せ と す る 。 

(３ )市 外 業 者 で し か 対 応 で き な い 業 務 の 場 合 は 、 市 外 業 者 同 士 の 組

合 せ と す る 。  

２  前 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に お い て 、市 内 業 者 の 数 が 不 足 す る 場 合 は 、

市 外 業 者 で 代 替 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 構 成 員 の 資 格 ）  

第 ６ 条  共 同 企 業 体 の す べ て の 構 成 員 は 、 次 の 各 号 の 要 件 を 満 た す も



の と す る 。  

(１ )宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事 等 請 負 業 者 選 定 要 綱 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

制 定 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 名 簿 に 登 録 さ れ て い る こ と 。  

(２ )そ の 他 業 務 ご と に 必 要 と し て 定 め る 要 件 。  

（ 結 成 方 法 ）  

第 ７ 条  共 同 企 業 体 の 結 成 は 、 構 成 員 の 自 主 結 成 と す る 。  

２  共 同 企 業 体 を 結 成 し た 構 成 員 は 、 同 一 業 務 に お い て 他 の 共 同 企 業

体 の 構 成 員 に な る こ と は で き な い 。  

（ 出 資 比 率 ）  

第 ８ 条  出 資 比 率 は 、 共 同 企 業 体 の す べ て の 構 成 員 が 均 等 割 の １ ０ 分

の ６ 以 上 で あ る も の と す る 。  

（ 代 表 者 ）  

第 ９ 条  共 同 企 業 体 の 代 表 者 は 、 構 成 員 中 業 務 履 行 能 力 が 最 も 大 き い

も の と す る 。  

２  代 表 者 の 出 資 比 率 は 、 構 成 員 中 最 大 と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 領 に よ り 難 い 場 合 に は 、 宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事 等 請

負 業 者 指 名 審 査 委 員 会 で 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。  

２  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 領 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

は 別 に 定 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 宇 部 市 上 下 水 道 局 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 及 び 土 木 関 係 建 設

コ ン サ ル タ ン ト 業 務 共 同 企 業 体 取 扱 要 領 の 廃 止 ）  

２  宇 部 市 上 下 水 道 局 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 及 び 土 木 関 係 建 設

コ ン サ ル タ ン ト 業 務 共 同 企 業 体 取 扱 要 領 (平 成 ２ ６ 年 上 下 水 道 局 要

領 )は 、 廃 止 す る 。  

 


